
学校法人小野学園同窓会 

  「時之会」規約 
 
        第１章    総  則 
第１条（名称）  本会は、学校法人小野学園「時之会」と称する。 
第２条（場所）   本会の事務所は品川翔英中学校高等学校職員室に置く。 

         〒140-0015 東京都品川区西大井1-6-13 

               電話03-3774-1151 

        第２章  目  的 
第３章（目的）   本会は、会員相互の親睦を図り、合わせて母校の発展に寄与すること         

を目的とする。 
        第３章    組  織 
第４条（会員）   本会は次の会員をもって組織する。 
          １．普通会員・・・学校法人小野学園 中学高等学校の卒業生とする。 
          ２．特別会員・・・母校現職員 
          ３．客  員・・・母校旧職員 
        第４章  役員及び任務 
第５条（役員）   本会の下に役員を置く。 
           １．会 長   １名 
          ２．副会長   ４名 
          ３．会計監事  ３名 
          ４．会 計      ３名 
          ５．常任幹事  ２名 

  
第６条（任務）    任務は以下のものとする。 
          １．会長は本会を代表し会務を総理する。 
          ２．副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は其の業務を代行する。 
          ３．会計監事は本会の会計事務を監査する。 
          ４．会計は本会会費、その他の支出入を掌る。 
          ５．常任幹事、幹事は本会の施策に参画する。 
第７条（選出）   会長、副会長、その他役員は、幹事会に於いて幹事の中から選任する。 
第８条（任期）   選出された役員は任期を１年とする。但し再選を妨げない。 
第９条（決議）   本会の機関は、総会、幹事会で行う。 
          １．総会は毎年５月会長が招集する。 
          ２．幹事会は毎年４月に会長が招集する。 
            会議の議決は出席者の過半数にて決める。  
        第５章  活  動 
第１０条（事業）   本会目的達成のために次のことを行う。 
          １．母校の発展に寄与する活動をする。 
          ２．同窓会会報の刊行及び同窓会名簿の作成。 
          ３．その他、目的達成のために必要な活動をする。 
        第６章  慶弔規定 
第１１条（慶弔） 本会は、母校及び普通会員（役員）・特別会員・客員の慶事並びに凶         

事のあるとき、次の規定に従って慶弔の意を表す。 
         ①慶事 
                  母校 
                   Ⅰ、慶事・・・・・・・・協議による 
         特別会員 
          

 



 
                  Ⅱ、退職 
                           １年～９年・・・・・・記念品 
                           １０年～２０年・・・・金１万円也 
                           ２１年～３０年・・・・金３万円也 
                           ３１年～満期・・・・・金５万円也                     
         ②凶事 
                  母校 
                    Ⅰ、凶事・・・・・・・・・・・協議による 
                 役員・特別会員・客員 
                    Ⅰ、会員が死亡した場合・・・・花環代 

         第７章  会  議 
第１２条（総会）  本会は、毎年１回定期総会を開催する。但し、必要に応じて臨時総会         

を開催することができる。 
第１３条（議事）  総会の議事はおよそ次の通りとする。 
                      １．会務報告 
                      ２．決算及び予算報告 
                      ３．その他 
         第８章  会  計 
第１４条（入会金）普通会員は入会に際し入会金を納入する。 
第１５条（経費）  本会の経費は、入会金・寄付金その他の収入をもってあてる。 
第１６条          本会の会計年度は４月１日より翌年の３月３１日までとする。 
         第９章  附  則 
第１７条          平成２１年 ４月１４日 一部改正  当日より実施する。 

         平成２４年 ４月１日  一部改正  当日より実施する。 

         令和 ５年 ４月１日  一部改正  当日より実施する。 

 
 


